
《厚生労働大臣の定める掲示事項》 
令和５年５月１日現在 

Ⅰ．当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。 

【施設名】 町立下川病院 

【設置者】 下川町長  田 村 泰 司 

【施設長】 院  長  片 野 俊 英 

【診療科】 内科、小児科、外科、放射線科 

【受付時間】  午前８時３０分～１１時３０分 午後１時００分～４時３０分 

       ※火曜日は、午後１時００分～午後２時００分まで予防接種のため、午後２時から 

       ※夜間診療(受付時間) 第２・４木曜日 午後５時１５分～午後６時３０分 

【休診日】  土曜日・日曜日・祝祭日及び年末・年始(１２月３０日午後から１月５日)  

当院は、敷地内全面禁煙です。 

 

Ⅱ．診療に関する事項 

  当院は、救急告示病院です。また、胃癌・肺癌・大腸癌健診、各種健康診断を実施できます。また、訪問診療・訪問看護

サービスを提供できます。 

 

Ⅲ．入院基本料に関する事項 

  一般病棟入院基本料 １５：１(地域一般入院基本料３) 

  当院では、日勤・夜勤合わせて、看護職員６人以上と看護補助員３人以上います。 

  尚、時間ごとの配置は以下のとおりです。 

  ☆午前８時３０分～午後５時１５分 看護職員４人以上、看護補助員２人以上 

  ☆午後５時１５分～午前８時３０分 看護職員２人以上、看護補助員１人以上 

 

Ⅳ．「個別の診断報酬の算定項目のわかる明細書」の発行について 

  当院では、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。 

  なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、ご

家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計の窓口にてそ

の旨を申し出下さい。 

 

Ⅴ．北海道厚生局長への届出に関する事項 

◆一般病棟入院基本料の届出 

◆入院時食事療養／生活療養（Ⅰ）の届出 

当院では、管理栄養士によって管理された食事を適時（夕食については午後６時以降）、適温で提供しています。 

 ◆がん性疼痛緩和指導管理料の届出 

 ◆ニコチン依存症管理料の届出 

 ◆検査・画像情報提供加算及び施設入居時等医学総合管理料の届出 

 ◆在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の届出 

◆検体検査管理加算（Ⅱ）の届出 

 ◆電子画像管理加算(一般撮影・Ｘ線ＴＶ撮影・Ｘ線ＣＴ検査)の届出 

◆ＣＴ撮影の届出 

 ◆運動器リハビリテーション科（Ⅲ）の届出 

 ◆呼吸器リハビリテーション科(Ⅱ)の届出 

 

Ⅵ．保険外併用療養費の「選定療養」について 

  当院では、保険外併用療養費制度の「選定療養」において差額ベッド代を徴収しておりません。 

 

Ⅶ．保険外負担に関する事項 

   当院では、条例に基づき実費の負担をお願いしております。 

料金は、別紙掲示をご覧下さい。 

 

Ⅷ．その他 

   休日又は夜間における診療受付は、１階玄関のインターホーンを押し、看護師に病状を伝えください。 

   また、電話番号は、０１６５５－４－２０３９です。 

                                     

病 院 長 

 


